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日本産農林水産物・食品の輸出商談等緊急支援事業実施要領 

 

制定 令和２年４月30日２食産第619号 

農林水産省食料産業局長通知 

 

第１ 目的 

農林水産物・輸出力維持・強化緊急対策事業実施要綱（令和２年４月30日付け 

２食産第607号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。）別表１の

事業の種類の欄Ⅰの３（３）の１の日本産農林水産物・食品の輸出商談等緊急支援

事業（以下「本事業」という。）の実施については、実施要綱及び農林水産物・輸

出力維持・強化緊急対策事業補助金交付要綱（令和２年４月30日付け２食産第 

608号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。）に定めるもののほ

か、本要領により実施するものとする。 

 

第２ 事業実施主体 

実施要綱別表１の事業実施主体の欄の６の食料産業局長が別に定める者は、次に

掲げるとおりとする。 

農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団

法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業

組合、事業協同組合、事業協同組合連合会、協業組合、輸出組合、酒類業組合又は

独立行政法人 

 

第３ 事業の内容等 

本事業の内容及び補助対象となる経費の範囲内については、次のとおりとする。 

１ 新規・有望市場への輸出商談等支援 

新型コロナウイルス感染症の世界的拡大により、日本産農林水産物・食品の輸

出の減少や商談機会の喪失等の影響を受けている国内の生産者・事業者・輸出商

社等（以下「事業者等」という。）が、新規市場の開拓や有望市場において新た

な日本産農林水産物・食品の輸出商流の構築を行うため、海外に赴き商談等を行

うことを支援する。 

（１）事業者等の公募・補助・執行管理等 

事業実施主体は、本事業の実施に伴い、事業者等の公募、審査、採択、補助

金の交付、事業の進捗管理及び事業者等への支援業務等を実施する。 

（補助対象経費）旅費、謝金、賃金、使用料及び賃貸料、役務費、印刷製本費、

広告宣伝費、消耗品費、委託費、通信運搬費、人件費（本事業の実施に要する

事業実施主体職員の直接事業作業時間に対する給料その他手当に限る。）並び

に輸送費 

  （補助率）定額 

（２）事業者等が行う輸出商談等に対する支援 

事業実施主体は、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大により、日本産農

林水産物・食品の輸出の減少や商談機会の喪失等の影響を受けている国内の事
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業者等が、新規市場の開拓や有望市場において新たな日本産農林水産物・食品

の輸出商流の構築を行う商談等に対する支援を別記により行う。 

（補助対象経費）旅費、謝金、賃金、使用料及び賃貸料、役務費、印刷製本費、

広告宣伝費、消耗品費、委託費、通信運搬費並びに輸送費 

  （補助率）１／２以内 

 

第４ 事業実施期間 

本事業の実施期間は、令和２年度とする。 

 
第５ 採択基準 

実施要綱第４の事業の採択基準は、次に掲げるとおりとする。 

１ 必須となる基準 

（１）事業実施計画が、事業の目的に照らし適切なものであり、かつ、事業を確実

に遂行するため適切なものであること。 

（２）事業実施主体が事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有しているこ

と。 

（３）事業費のうち事業実施主体の負担分については、適正な資金調達が可能であ

ること。 

２ 優先採択に係る基準 

事業の採択に当たっては、次の取組を優先的に採択する。 

 （１）早期の効果発現や成果が見込まれるもの。 

 （２）海外への渡航手続き、航空券・宿泊等の手配に通じていること。 

 

第６ 事業の成果目標 

事業の成果目標は、本事業による商談成約額（見込み含む）とする。 

 

第７ 事業実施手続等 

１ 事業実施計画の作成及び承認 

事業実施主体は、実施要綱第５の１の規定に基づき、別記様式２により事業実

施計画を作成し、食料産業局長に提出して、その承認を受けるものとする。 

ただし、実施要綱第５の２の規定に基づく事業実施計画の変更（２の重要な

変更に限る。）、中止又は廃止の承認申請については、交付要綱第８の変更承認

申請書の提出をもって、これに代えることができる。 

２ 事業実施計画の重要な変更 

実施要綱第５の２の食料産業局長が別に定める重要な変更は、次に掲げるとお

りとする。 

（１）事業内容の追加又は削除 

（２）事業目的の変更 

（３）交付要綱別表１のⅠの３の（３）の１日本産農林水産物・食品の輸出商談等

緊急支援事業の項の重要な変更に掲げる変更 

（４）３により委託する事業の新設又は内容の変更 
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３ 事業の委託 

（１）事業実施主体は、他の者に本事業の一部を委託して行わせる場合は、次に掲

げる事項を事業実施計画の別記様式１の別添１－７の「積算内訳」の「事業の

委託」及び「備考」欄に記載することにより食料産業局長の承認を受けるもの

とする。 

① 委託先が決定している場合は、委託先名 

② 委託する事業の内容及び当該事業に要する経費 

（２）事業実施主体は、委託先及び委託に要する経費について、原則として、公募

又は相見積もりを取り、その中で最低価格を提示した者のものを積算内訳の根

拠とするものとする。 

公募若しくは相見積もりを取らない場合又は最低価格を提示した者を選定し

ない場合には、その選定理由を明らかにした理由書を提出するものとする。 

（３）事業実施主体は、委託契約書の作成に当たっては、委託内容を具体的に明記

するとともに、原則として、当該委託契約に伴う全ての権利を事業実施主体に

帰属させるものとする。 

その上で、委託した業務が終了したかどうかを委託先が作成した報告書等に

より確認するものとする。 

 

第８ 事業実施状況等の報告 

事業実施主体は、実施要綱第７の規定に基づき、事業終了後速やかに事業実施計

画（別記様式１）に準じて事業実施結果に係る報告書を作成し、事業の一環として

作成した報告書を添付の上、食料産業局長に提出するものとする。 

 

第９ 補助金遂行状況の報告 

交付要綱第12に定める補助金遂行状況の報告については、補助金の交付決定に係

る年度の12月末日現在において補助金遂行状況報告書を作成し、翌月末までに交付

決定者（交付要綱第３の２に規定する交付決定者をいう。）に提出するものとす

る。 

ただし、交付要綱第11の規定に基づき概算払いを受けようとする場合には、交付

要綱別記様式第６号の概算払請求書の提出をもって、これに代えることができる。 

 

第 １０ 海外の付加価値税の還付額に係る国費相当額の納付 

事業実施主体は、事業終了後に手数料等を上回る海外の付加価値税の還付が見込ま

れるときは、付加価値税の還付手続を速やかに行い、手数料を除いた還付額に係る国

費相当額を国庫に納付するものとする。 

また、他の事業と合算して付加価値税の還付手続を行う場合であっても、手数料等

を除いた還付額に係る国費相当額を国庫に納付するものとする。 

 

第 １１ 特許権等の帰属 

本事業を実施することにより、発生した特許権、特許を受ける権利、実用新案

権、実用新案登録を受ける権利、商標権、意匠権、意匠登録を受ける権利、著作
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権、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び育成者権（以

下「特許権等」という。）については、次の１から４までの条件の遵守を約する確

認書を、事業実施主体を通じ、国に提出することを条件に、事業者等に帰属させる

こととする。ただし、国に提出された著作物等を成果の普及等に利用し、又は当該

目的で第三者に利用させる権利については、国又は国の指定する者に許諾すること

とする。 

１ 本事業において得た成果物に関して特許権等の出願又は取得を行った場合に

は、その都度遅滞なく事業承認者に報告すること。 

２ 国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして当該特

許権等を利用する権利を求める場合には、無償で当該権利を国又は国の指定する

者に許諾すること。 

３ 当該特許権等を相当期間活用していないことが認められ、かつ、当該特許権等

を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合におい

て、国が特許権等の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明ら

かにして当該特許権等を利用する権利を求めるときは、当該権利を第三者に許諾

すること。 

４ 事業実施主体又は事業者は、本事業の成果である特許権等については、国以外

の本事業の第三者に譲渡し、又は利用を許諾するときは、事前に食料産業局長と

協議して承諾を得ること。 

 

第１２ 情報の取扱い 

事業実施主体の職員は、本事業の実施により知り得た情報を第三者に漏らしては

ならない。これらの職を退いた後についても同様とする。 

 

第１３ その他 

１ 第３に掲げる事業内容等については、それぞれ相互に連携及び調整の上、行う

ものとする。 

２ 補助対象経費は、本事業を実施するために直接必要な経費であって、本事業の

対象として明確に区分できるものであり、かつ、証拠書類によって金額等を確認で

きるものとする。 

３ 事業の目的を達成するために、実施要領に明示されていない事項で必要な作業

等が生じたとき、又は事業の内容を変更する必要が生じたときは、食料産業局長

と事業実施主体が協議を行い、解決すること。 

 

附則 

この要領は、令和２年４月30日から施行する。 
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別記 

 

事業者等が行う輸出商談等に対する支援 

 

１ 事業内容 

・事業実施主体は、事業者等に日本産農林水産物・食品の輸出拡大のための海外

の商談等の実施に関する計画、成果目標等を提出させる。 

・事業実施主体は、事業者等から提出された計画、成果目標等が、本事業の趣旨

に沿うものと判断される場合に、事業者等の商談等の実施に係る経費の一部を

補助する。 

・事業実施主体は、事業者等が必要とする場合には、商談等を行う国・地域の都

市と日本との往復に係る旅行の手配（航空券手配、現地国際空港と商談を行う

都市との陸上移動手段の手配、査証取得、宿舎留保等）等の支援業務を行う。 

・事業者等への支援は、原則１件につき１社１回あたり２名以内、現地宿泊数を

７泊以内（機中泊を含まない）、航空券はエコノミー料金とし、総額１００万

円を上限とする。１件につき複数の国・地域を回る場合も同様とする。なお、

同一の事業者等が同一国・地域に数次に渡って渡航する場合、その都度補助す

ることを妨げない。 

・事業者等が定める成果目標は、１件ごとに本事業による商談成約額（見込含

む）等とし、事業実施後に商談等の結果を速やかに事業実施主体へ報告させる

ものとする。 

 

２ 事業者等の公募等 

（１）事業実施規程の作成等 

① 事業実施規程の作成 

事業実施主体は、上記１の事業の実施に際し、補助金の交付手続等について

別途日本産農林水産物・食品の輸出商談等緊急支援事業実施規程（以下「実施規

程」という。）を作成 し、別記様式２により食料産業局長に提出し、その承

認を受けるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。 

② 実施規程の記載事項 

実施規程は以下の事項を参考に作成するものとする。 

ⅰ 交付対象の要件の定義並びに補助対象経費及び補助金の額 

ⅱ 交付申請及び実績報告 

ⅲ 交付の決定及び補助金の額の確定等 

ⅳ 申請の取り下げ 

ⅴ 事業実施計画の（変更）承認等 

ⅵ 補助金の支払 

ⅶ 交付決定の取り消し等 

ⅷ 補助金の経理 

ⅸ 個人情報保護等に係る対応 

ⅹ 海外の付加価値税に係る還付金の納付 
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ⅺ その他必要な事項 

③ 事業者等の公募及び審査 

事業実施主体は、上記１の事業の実施に当たり、事業者等の公募を行い、事

業者等から提出された日本産農林水産物・食品の輸出商談等緊急支援事業実施計

画（以下「事業実施計画」という。）が、日本産への切り替えの定着や毀損した

輸出商流の維持・拡大及び新たな市場・品目等の輸出のため輸出額増加等輸出に

速やかに寄与すること等について審査を行い、採択するものとする。 

なお、事業者等の事業者等の採択基準は、少なくとも以下の要件を満たす者と

する。 

  ・新型コロナウイルス感染症の影響により輸出の減少や商談機会の喪失等の影響

を受けていること 

 ・新型コロナウイルス感染症の状況に臨機応変に対応し、新たな仕向け先の開拓

（輸出先国の変更や輸出先国での取引先の変更等）や新たな輸出商品等に係る

商談等を行うものであること。 

・具体的な商談成約（見込み含む）が見込まれ、かつ早期の効果発現や成果が見

込まれるものであること。 

  ・事業終了後、商談実績や成約見込み等について、事業実施主体への報告に同意

すること。 

 

（２）事業実施に関する事項 

①事業の採択通知 

事業実施主体は、（１）の③の審査の結果を踏まえ、交付条件があれば交付条

件等を記載し、事業実施者に採択通知を発出するものとする。 

②交付決定及び額の確定事業実施主体は、採択通知発出後、事業者等に交付申請

書を提出させ、交付決定を行うとともに、事業完了後に確定検査を行い、額を

確定し、確定額の支払いを行う。 

③事業の進捗管理・助言等 

事業実施主体は、実施規程に基づき、事業者等から必要な報告をさせるとと

もに、事業者等の事業の進捗状況を管理し、必要に応じて助言及び指導並びに支

援等を行うこととする。 

 

（３）事業実施状況の報告等 

事業実施主体は、上記１の（２）の事業終了後に、事業者等に実施報告書を作成

させ、事業実施主体に提出させる。 

また、事業実施主体は、事業者等に対して、本事業の実施に関して必要な報告を

求めること等ができる。 
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別記様式１（第７関係） 

 

番 号 

年 月 日 

 

農林水産省食料産業局長 殿 

 

所在地 

団体名 

代表者の役職及び氏名      印 

 

 

 

 

令和２年度日本産農林水産物・食品の輸出商談等緊急支援事業実施計

画の承認（変更、中止又は廃止の承認）申請について 

 

 

農林水産物・輸出力維持・強化緊急対策事業補助金実施要綱（令和２年４月30日

付け２食産第607号農林水産事務次官依命通知。）第５の１（注１）の規定に基づき、関

係書類を添えて、承認（変更、中止又は廃止の承認）（注２）を申請する。 

 

（変更の理由） 

○○○○○○○○○○（注３） 

 

（中止、廃止の理由） 

○○○○○○○○○○（注４） 

 

（注１）変更、中止又は廃止の承認申請の場合には、「第５の２」とすること。 

（注２）変更承認申請の場合には、事業の変更の理由を記載し、承認通知があった事

業実施計画の事業の内容等と容易に比較対照できるよう、事業実施計画の変更部

分を二段書きとし、変更前を括弧書きで上段に記入すること。ただし、事業内容

のうち当該変更の対象外となるものについては省略すること。 

（注３）中止又は廃止の場合には、事業の中止又は廃止の理由を記載すること。 

（注４）事業実施結果報告書として本様式を用いる場合には、件名を「令和２年度日

本産農林水産物・食品の輸出商談等緊急支援事業実施計画の実施結果の報告につ

いて」とし、別添１には実績を記載すること。 
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（別添１） 

 

１ 事業実施主体の概要 

 

（１）事業実施主体の名称（注：ふりがなを付すこと） 

 

 

 

（２）主たる事務所の所在地（注：郵便番号を付すこと） 

 

 

 

（３）代表者の役職名及び氏名（注：ふりがなを付すこと） 

 

 

 

（４）設立目的 

 

 

 

（５）設立年月日 

 

 

 

（６）事業担当者の連絡先 

① 役職名及び氏名 

 

 

② 郵便番号及び住所 

 

 

③ 電話番号及びＦＡＸ番号 

 

 

④ メールアドレス（必須） 

 

 

 

２ 事業の目的 

（注）具体的な事業目的を記載すること。 
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３ 事業の内容 

（注）国・地域等ごとに、品目、実施月、取組の具体的手法等を記載すること。（一覧

表に整理して作成することも可能とする。） 

 

 

 

４ 成果目標 

 

 

 

５ 実施体制 

（注）それぞれの事業担当の氏名及び役割や委託する場合の委託先との関係を図表等に

より記載すること。 

 

 

 

６ 事業実施のスケジュール等 

 

（１）事業実施スケジュール等 
 

令和２年 令和３年 

4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月 11月 12月 1月  2月  3月  

            

            

 

（２）事業完了予定年月日 

 

令和 年 月 日 
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７ 積算内訳（実績報告の際には「経費内訳」とする。） 

 
区分 

 
事業費 

 担 負担区分  
事業の
委託 

 

備考 

国庫補助
金 

自己 

負担金 
その他 

  

 
 
 
 
 
（1）事業者
等の公募
・補助・
執行管理
等 

 

 

 

（2）事業者等

が行う輸出

商談等に対

する支援 

 円 円 円 （1）委託

先 

 

（2）委託
する事業
の内容 

※１ 各経費に
ついては
、第３の
１の補助
対象経費
を参考と
すること
。 

※２  事業の一
部を委託
する場合
は、当該
事業に要
する経費
を記載す
ること。 

※３ 旅費につい
ては、旅
費を使用
する者の
内訳が分
かるよう
に記載す
ること（
別葉可）
。 

 

○○国 

旅費 
単価×数量、

人数等＝○円 
消耗品 
単価×数量、

人数等＝○円 
賃金 
単価×数量、

人数等＝○円 

 

××国 
旅費 
単価×数量、

人数等＝○円 
消耗品 
単価×数量、

人数等＝○円 
賃金 

単価×数量、
人数等＝○円 

計 
      

 

（注） 
1 備考欄には、区分欄に掲げる経費の根拠（経費内容、単価、数量、人数等）を詳細に記載
すること。 
なお、備考については、別葉とすることができる。 

2 仕入れに係る消費税等相当額について、これを減額した場合には、「減額した金額」と、当
該税額がない場合には「該当なし」と、当該税額が明らかでない場合には「含税額」とそれぞ
れ計の備考欄に記入すること。 
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８ 特記事項 

 

 

 

９ 添付資料 

（１）人件費、謝金及び賃金については、その単価の根拠資料を添付すること。 

（２）事業費の自己負担金の構成員別負担額及び負担割合（％）を記した資料（様式は任

意）を添付すること。 

（３）事業の一部を委託する場合には、その相見積り、委託契約書（案）を添付すること。

また、相見積りを取っていない場合又は最低価格を提示した者のものを積算内訳の根

拠としない場合には、 

その理由を明らかにした資料を添付すること。 

（４）その他必要に応じて資料を添付すること。 
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別記様式２（別記の２の（１）の①関係） 

番    号 

年 月 日 

 

 農林水産省食料産業局長 殿 

 

所  在  地       

事業実施主体名         

代表者の役職及び氏名   印  

  

  

令和２年度日本産農林水産物・食品の輸出商談等緊急支援事業実施規程の承認（変

更の承認）申請について 

  

 

 日本産農林水産物・食品の輸出商談等緊急支援事業実施要領（令和 年 月 日付け２食産第  

号農林水産省食料産業局長通知）別記の２の（１）の①の規定に基づき、日本産農林水産物・食品

の輸出商談等緊急支援事業実施規程の承認（変更の承認）を申請する。 

 

 

（注）関係書類として、日本産農林水産物・食品の輸出商談等緊急支援事業実施規程を添付するこ

と。 

 

 

 


